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図－１２ 地上安全組織及び業務 

（地上安全の組織） （ 業 務 ） 

・射場安全に関する状況把握・安全上の判断及び統括 

・射場安全班の業務の取りまとめ 

・射場における作業の安全の確保（射点安全係の所掌に属すること

を除く） 

・射場における消防に関すること 

・射場安全に必要な施設及び設備に係る整備及び運用に関すること

・射点及び衛星系エリアにおける作業の安全の確保に関すること 

・保安物（高圧ガス、危険物及び火薬類）の貯蔵及び保管に係る 

安全に関すること 

・射点安全に必要な施設及び設備に係る整備及び運用に関すること 

・射場の警備業務の統括 

・射点系、衛星系及び射場系各サイトのｾｷｭﾘﾃｨ確保のための警備

に関すること 

・警備に必要な施設設備の整備、運用に関すること 

・海上及び空域に係る警戒及び監視に関すること 

（関係機関等との連絡に関することを含む） 

・警戒監視に必要な施設設備の整備、運用に関すること 

・打上げ隊安全業務の総括指揮、ｾｷｭﾘﾃｨに関する業務を統括 

・保安管理を行うと共に安全責任者に必要な勧告及び助言を行う 

・射場及び射点の安全確保、ｾｷｭﾘﾃｨ確保並びにこれらに必要な施 

設設備の整備及び運用に関する業務を統括する 

・安全責任者を補佐し、その命を受け、打上げ隊の業務を整理

し、安全監理責任者が不在のときは、その職務を代行する 
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警 備 班 

・安全責任者の命を受け、打上げ作業等の組織の専門的業務に 

関し安全監理責任者を支援する 

警 備 係 

陸 上 警 戒 係 ・陸上及び空域に係る警戒及び監視に関すること 

（関係機関等との連絡に関することを含む） 

・警戒監視に必要な施設設備の整備、運用に関すること 


